
Ⅳ 基本理念
　市民一人ひとりが心豊かな生活を送るためには、学びを通じて一人ひとりの潜在能力を最大限伸ばすとともに、

学習活動を通じた地域活動の推進、現代的・社会的な課題に対応した学習などの推進を図っていく必要がありま

す。これを踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとします。

『一人ひとりの学びが地域の絆と
　　　　　　　　　未来を創り出すまちづくり』

Ⅴ 基本目標
　基本理念である「一人ひとりの学びが地域の絆と未来を創り出すまちづくり」を実現するため、４つの基本目標

を次のとおり定め、総合的な取組を推進します。

(1)  学びにつながるきっかけづくり
　　学習活動の実践へとつながるよう、さまざまな機会・手法を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくり
　　につなげます。

(2)  多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
　　市民ニーズに応じた多様な分野の学習機会を設け、だれもが、いつでも、学ぶことができるよう充実を図ります。

(3)  学んだ成果を生かせる仕組みづくり
　　市民が学習を通じて身につけた知識・技能などの成果をまちづくりに生かすため、学習成果を発表する機会の
　　確保や、学習成果を地域で広く生かせるよう支援します。

(4)  学びを豊かにする環境づくり
　　市民の身近な学習や活動の場である公民館やふれあいセンターなどを市民にとって利用しやすい学習施設と
　　なるよう整備・充実を図ります。

Ⅶ 計画の推進
　生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内関

連部署との連携を図りながら取り組んでいくとともに、学校、家

庭、地域、生涯学習活動団体、企業などの関係機関との十分な連携

を図ります。

　また、社会教育委員で構成する生涯学習審議会により、本計画

の進捗状況について点検・評価を行い、市のホームページなどに

より広く市民に公表します。

Ⅷ 成果指標
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文化芸術活動をしている人の割合

生涯学習情報サイトに登録されている講師者数

公民館まつりの参加団体数

学習活動を通じて身に付けた知識・技能を、地域での
まちづくりや地域の活性化のために生かしたい人の割合 

公民館及びふれあいセンターなどの利用者数

生涯学習活動団体の会員数

大学連携講座の講座数

32.3％

32.3％

65.0％

5,733人

67セミナー

7,159人

26,361人

68,266人

14.5％

232人

153団体

7.2％

545,177人

14,868人

17講座

37.0％
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24講座
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Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援

具体的な取組

①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
②施設の有効活用

具体的な取組

①図書館・図書室の充実　　　　　　　　③生涯学習活動団体への活動支援
②ＩＣＴを活用した学習の推進　

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

①相談窓口機能の充実　　　　　　　②生涯学習のきっかけとなる講座の開催

基本目標２　多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
(1) ライフステージに応じた学習機会の充実
　　人々が生涯にわたって充実した生活を送れるよう、ライフステージによって変化する学習課題に応
　　じた、きめ細かな学習が主体的に行える学習機会の提供を推進します。

①乳幼児期における学習機会の充実　　　　　③成人期における学習機会の充実
②青少年期における学習機会の充実　　　　　④高齢期における学習機会の充実

(2) 現代的・社会的課題やニーズに対応した学習機会の充実
　　市民の学習ニーズも多様化し、現代社会には多様な課題があることから、現代的・社会的課題への対応
　　を図るための講座や市民ニーズに応じた講座を開催します。

(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
　　がれていくための学習機会の充実を図ります。

①夜間や休日に開催する講座の充実　　　　　　　⑤環境に関する学習機会の充実
②障がいのある人が学べる機会の充実　　　　　　⑥健康に関する学習機会の充実
③就労支援や職業能力を高める学習機会の充実　　⑦男女共同参画に関する学習機会の充実
④情報化・国際化社会に対応した学習機会の充実　  ⑧市民ニーズの的確な把握

①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　

具体的な取組

①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
②文化芸術に関する学習機会の充実　　 ④郷土文化の継承及び文化財保護意識の啓発　

具体的な取組

(1) 地域の担い手となる人材の発掘及び育成
　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。

(2) 自主的な学習活動への支援
　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。

基本目標４　学びを豊かにする環境づくり
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　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。
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中間見直し

Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援

具体的な取組

①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
②施設の有効活用

具体的な取組

①図書館・図書室の充実　　　　　　　　③生涯学習活動団体への活動支援
②ＩＣＴを活用した学習の推進　

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

①相談窓口機能の充実　　　　　　　②生涯学習のきっかけとなる講座の開催

基本目標２　多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
(1) ライフステージに応じた学習機会の充実
　　人々が生涯にわたって充実した生活を送れるよう、ライフステージによって変化する学習課題に応
　　じた、きめ細かな学習が主体的に行える学習機会の提供を推進します。

①乳幼児期における学習機会の充実　　　　　③成人期における学習機会の充実
②青少年期における学習機会の充実　　　　　④高齢期における学習機会の充実

(2) 現代的・社会的課題やニーズに対応した学習機会の充実
　　市民の学習ニーズも多様化し、現代社会には多様な課題があることから、現代的・社会的課題への対応
　　を図るための講座や市民ニーズに応じた講座を開催します。

(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
　　がれていくための学習機会の充実を図ります。

①夜間や休日に開催する講座の充実　　　　　　　⑤環境に関する学習機会の充実
②障がいのある人が学べる機会の充実　　　　　　⑥健康に関する学習機会の充実
③就労支援や職業能力を高める学習機会の充実　　⑦男女共同参画に関する学習機会の充実
④情報化・国際化社会に対応した学習機会の充実　  ⑧市民ニーズの的確な把握

①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　

具体的な取組

①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
②文化芸術に関する学習機会の充実　　 ④郷土文化の継承及び文化財保護意識の啓発　

具体的な取組

(1) 地域の担い手となる人材の発掘及び育成
　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。

(2) 自主的な学習活動への支援
　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。
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中間見直し
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　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援
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①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
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(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。
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　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
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　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
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中間見直し

Ⅳ 基本理念
　市民一人ひとりが心豊かな生活を送るためには、学びを通じて一人ひとりの潜在能力を最大限伸ばすとともに、

学習活動を通じた地域活動の推進、現代的・社会的な課題に対応した学習などの推進を図っていく必要がありま

す。これを踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとします。

『一人ひとりの学びが地域の絆と
　　　　　　　　　未来を創り出すまちづくり』

Ⅴ 基本目標
　基本理念である「一人ひとりの学びが地域の絆と未来を創り出すまちづくり」を実現するため、４つの基本目標

を次のとおり定め、総合的な取組を推進します。

(1)  学びにつながるきっかけづくり
　　学習活動の実践へとつながるよう、さまざまな機会・手法を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくり
　　につなげます。

(2)  多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
　　市民ニーズに応じた多様な分野の学習機会を設け、だれもが、いつでも、学ぶことができるよう充実を図ります。

(3)  学んだ成果を生かせる仕組みづくり
　　市民が学習を通じて身につけた知識・技能などの成果をまちづくりに生かすため、学習成果を発表する機会の
　　確保や、学習成果を地域で広く生かせるよう支援します。

(4)  学びを豊かにする環境づくり
　　市民の身近な学習や活動の場である公民館やふれあいセンターなどを市民にとって利用しやすい学習施設と
　　なるよう整備・充実を図ります。

Ⅶ 計画の推進
　生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内関

連部署との連携を図りながら取り組んでいくとともに、学校、家

庭、地域、生涯学習活動団体、企業などの関係機関との十分な連携

を図ります。

　また、社会教育委員で構成する生涯学習審議会により、本計画

の進捗状況について点検・評価を行い、市のホームページなどに

より広く市民に公表します。

Ⅷ 成果指標

生涯学習情報誌「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習に取り組んでいる人の割合

親子で参加する講座の延受講者数

ふれあい教育セミナーに取り組む小中学校等数

かすがい熟年大学の延受講者数

公民館及びふれあいセンターなどで開催する講座の延受講者数

スポーツ教室の参加人数

文化芸術活動をしている人の割合

生涯学習情報サイトに登録されている講師者数

公民館まつりの参加団体数

学習活動を通じて身に付けた知識・技能を、地域での
まちづくりや地域の活性化のために生かしたい人の割合 

公民館及びふれあいセンターなどの利用者数

生涯学習活動団体の会員数

大学連携講座の講座数

32.3％

32.3％

65.0％

5,733人

67セミナー

7,159人

26,361人

68,266人

14.5％

232人

153団体

7.2％

545,177人

14,868人

17講座

37.0％

37.0％

70.0％

5,900人

69セミナー

7,500人

27,500人

70,500人

20.0％

260人

170団体

9.5％

548,500人

15,000人

20講座

42.0％

42.0％

75.0％

6,100人

71セミナー

7,900人

29,000人

73,000人

25.0％

290人

185団体

12.0％

552,000人

15,000人

24講座
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Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援

具体的な取組

①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
②施設の有効活用

具体的な取組

①図書館・図書室の充実　　　　　　　　③生涯学習活動団体への活動支援
②ＩＣＴを活用した学習の推進　

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

①相談窓口機能の充実　　　　　　　②生涯学習のきっかけとなる講座の開催

基本目標２　多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
(1) ライフステージに応じた学習機会の充実
　　人々が生涯にわたって充実した生活を送れるよう、ライフステージによって変化する学習課題に応
　　じた、きめ細かな学習が主体的に行える学習機会の提供を推進します。

①乳幼児期における学習機会の充実　　　　　③成人期における学習機会の充実
②青少年期における学習機会の充実　　　　　④高齢期における学習機会の充実

(2) 現代的・社会的課題やニーズに対応した学習機会の充実
　　市民の学習ニーズも多様化し、現代社会には多様な課題があることから、現代的・社会的課題への対応
　　を図るための講座や市民ニーズに応じた講座を開催します。

(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
　　がれていくための学習機会の充実を図ります。

①夜間や休日に開催する講座の充実　　　　　　　⑤環境に関する学習機会の充実
②障がいのある人が学べる機会の充実　　　　　　⑥健康に関する学習機会の充実
③就労支援や職業能力を高める学習機会の充実　　⑦男女共同参画に関する学習機会の充実
④情報化・国際化社会に対応した学習機会の充実　  ⑧市民ニーズの的確な把握

①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　

具体的な取組

①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
②文化芸術に関する学習機会の充実　　 ④郷土文化の継承及び文化財保護意識の啓発　

具体的な取組

(1) 地域の担い手となる人材の発掘及び育成
　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。

(2) 自主的な学習活動への支援
　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。

基本目標４　学びを豊かにする環境づくり
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前計画 第2次春日井市生涯学習推進計画

中間見直し

Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習
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向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援
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(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
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①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　
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①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
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　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。
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　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
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中間見直し

Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援

具体的な取組

①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
②施設の有効活用

具体的な取組

①図書館・図書室の充実　　　　　　　　③生涯学習活動団体への活動支援
②ＩＣＴを活用した学習の推進　

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

①相談窓口機能の充実　　　　　　　②生涯学習のきっかけとなる講座の開催

基本目標２　多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
(1) ライフステージに応じた学習機会の充実
　　人々が生涯にわたって充実した生活を送れるよう、ライフステージによって変化する学習課題に応
　　じた、きめ細かな学習が主体的に行える学習機会の提供を推進します。

①乳幼児期における学習機会の充実　　　　　③成人期における学習機会の充実
②青少年期における学習機会の充実　　　　　④高齢期における学習機会の充実

(2) 現代的・社会的課題やニーズに対応した学習機会の充実
　　市民の学習ニーズも多様化し、現代社会には多様な課題があることから、現代的・社会的課題への対応
　　を図るための講座や市民ニーズに応じた講座を開催します。

(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
　　がれていくための学習機会の充実を図ります。

①夜間や休日に開催する講座の充実　　　　　　　⑤環境に関する学習機会の充実
②障がいのある人が学べる機会の充実　　　　　　⑥健康に関する学習機会の充実
③就労支援や職業能力を高める学習機会の充実　　⑦男女共同参画に関する学習機会の充実
④情報化・国際化社会に対応した学習機会の充実　  ⑧市民ニーズの的確な把握

①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　

具体的な取組

①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
②文化芸術に関する学習機会の充実　　 ④郷土文化の継承及び文化財保護意識の啓発　

具体的な取組

(1) 地域の担い手となる人材の発掘及び育成
　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。

(2) 自主的な学習活動への支援
　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。

基本目標４　学びを豊かにする環境づくり
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中間見直し

Ⅳ 基本理念
　市民一人ひとりが心豊かな生活を送るためには、学びを通じて一人ひとりの潜在能力を最大限伸ばすとともに、

学習活動を通じた地域活動の推進、現代的・社会的な課題に対応した学習などの推進を図っていく必要がありま

す。これを踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとします。

『一人ひとりの学びが地域の絆と
　　　　　　　　　未来を創り出すまちづくり』

Ⅴ 基本目標
　基本理念である「一人ひとりの学びが地域の絆と未来を創り出すまちづくり」を実現するため、４つの基本目標

を次のとおり定め、総合的な取組を推進します。

(1)  学びにつながるきっかけづくり
　　学習活動の実践へとつながるよう、さまざまな機会・手法を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくり
　　につなげます。

(2)  多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
　　市民ニーズに応じた多様な分野の学習機会を設け、だれもが、いつでも、学ぶことができるよう充実を図ります。

(3)  学んだ成果を生かせる仕組みづくり
　　市民が学習を通じて身につけた知識・技能などの成果をまちづくりに生かすため、学習成果を発表する機会の
　　確保や、学習成果を地域で広く生かせるよう支援します。

(4)  学びを豊かにする環境づくり
　　市民の身近な学習や活動の場である公民館やふれあいセンターなどを市民にとって利用しやすい学習施設と
　　なるよう整備・充実を図ります。

Ⅶ 計画の推進
　生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内関

連部署との連携を図りながら取り組んでいくとともに、学校、家

庭、地域、生涯学習活動団体、企業などの関係機関との十分な連携

を図ります。

　また、社会教育委員で構成する生涯学習審議会により、本計画

の進捗状況について点検・評価を行い、市のホームページなどに

より広く市民に公表します。

Ⅷ 成果指標

生涯学習情報誌「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習に取り組んでいる人の割合

親子で参加する講座の延受講者数

ふれあい教育セミナーに取り組む小中学校等数

かすがい熟年大学の延受講者数

公民館及びふれあいセンターなどで開催する講座の延受講者数

スポーツ教室の参加人数

文化芸術活動をしている人の割合

生涯学習情報サイトに登録されている講師者数

公民館まつりの参加団体数

学習活動を通じて身に付けた知識・技能を、地域での
まちづくりや地域の活性化のために生かしたい人の割合 

公民館及びふれあいセンターなどの利用者数

生涯学習活動団体の会員数

大学連携講座の講座数

32.3％

32.3％

65.0％

5,733人

67セミナー

7,159人

26,361人

68,266人

14.5％

232人

153団体

7.2％

545,177人

14,868人

17講座

37.0％

37.0％

70.0％

5,900人

69セミナー

7,500人

27,500人

70,500人

20.0％

260人

170団体

9.5％

548,500人

15,000人

20講座

42.0％

42.0％

75.0％

6,100人

71セミナー

7,900人

29,000人

73,000人

25.0％

290人

185団体

12.0％

552,000人

15,000人

24講座
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Ⅰ 生涯学習とは
　生涯学習とは、一人ひとりが自由な意志に基づいて、

必要に応じて、自分に適した方法を選択して、いきいき

と豊かな生活を目指して、生涯を通じて行う学習のこ

とをいいます。

　生涯学習は、社会教育、学校教育、家庭教育すべての

学習活動を含むものであり、生涯学習の分野としては、

文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。

　学習形態も、個人での学習、学校での学習、公共施設

で行われる講座の受講、民間のカルチャースクールで

の学習、サークル活動など、さまざまな形態で行われて

います。

　このように、生涯学習は人々の生涯を通じて、多様な

機会、方法により展開される学習活動全体を指すもの

です。

Ⅱ 計画策定の趣旨
　2007年（平成19年）12月に、生涯学習施策を総合的、計画的に推進していくための指針として「春日井市生涯学習

推進計画」を策定しましたが、2017年度（平成29年度）に計画期間が終了することから、社会情勢の変化、国・県の動

向、本市を取り巻く環境や市民ニーズの変化を踏まえ策定するものです。

Ⅲ 計画期間
　本計画の期間は、2018年度（平成30年度）から2027年度までの10年間とします。なお、施策の進捗状況や社会情勢

の変化に対応するため、中間年度に計画内容の検討と見直しを行います。

Ⅵ 施策の展開

①多様な媒体を活用した情報の提供　　　　②生涯学習活動団体の情報の提供

基本目標１　学びにつながるきっかけづくり 基本目標３　学んだ成果を生かせる仕組みづくり
(1)  生涯学習に関する情報提供の充実
　　学ぶことの楽しさや大切さに興味・関心を持ってもらうため、講座開催や生涯学習活動団体の情報を
　　さまざまな機会や手法を活用して発信します。

(2) 学習活動の多様なきっかけの提供
　　一人ひとりが自分に合った学習方法や学習する場を選ぶことができるよう、学習活動へのきっかけ
　　づくりを行い、学習継続の動機付けとなるような取組を推進します。

具体的な取組 ①指導者となりうる人材の育成　　　　　　②ボランティアの育成具体的な取組

①学習成果を発表する機会の提供　　　　　②市民自らが企画した講座の開催具体的な取組

①大学や企業などとの連携強化　　　　　②近隣自治体との連携強化具体的な取組

①防犯、防災など安全と安心に関する学習機会の充実
②住民主体による地域課題の解決に向けた学習の支援

具体的な取組

①市民が利用しやすい施設の運営　　　　③施設の適切な維持管理
②施設の有効活用

具体的な取組

①図書館・図書室の充実　　　　　　　　③生涯学習活動団体への活動支援
②ＩＣＴを活用した学習の推進　

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

①相談窓口機能の充実　　　　　　　②生涯学習のきっかけとなる講座の開催

基本目標２　多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
(1) ライフステージに応じた学習機会の充実
　　人々が生涯にわたって充実した生活を送れるよう、ライフステージによって変化する学習課題に応
　　じた、きめ細かな学習が主体的に行える学習機会の提供を推進します。

①乳幼児期における学習機会の充実　　　　　③成人期における学習機会の充実
②青少年期における学習機会の充実　　　　　④高齢期における学習機会の充実

(2) 現代的・社会的課題やニーズに対応した学習機会の充実
　　市民の学習ニーズも多様化し、現代社会には多様な課題があることから、現代的・社会的課題への対応
　　を図るための講座や市民ニーズに応じた講座を開催します。

(3) 生涯スポーツの振興
　　全ての市民が生涯にわたって、スポーツに取り組むことで、健やかに過ごし、地域における人々の交流
　　が促進されるよう総合的な取組を進めます。

(4) 文化芸術の振興
　　文化芸術を鑑賞したり、体験したりする学習機会の充実を図るとともに、歴史や文化が後世に受け継
　　がれていくための学習機会の充実を図ります。

①夜間や休日に開催する講座の充実　　　　　　　⑤環境に関する学習機会の充実
②障がいのある人が学べる機会の充実　　　　　　⑥健康に関する学習機会の充実
③就労支援や職業能力を高める学習機会の充実　　⑦男女共同参画に関する学習機会の充実
④情報化・国際化社会に対応した学習機会の充実　  ⑧市民ニーズの的確な把握

①多目的総合運動広場の整備　　　　　　　③スポーツに関する学習機会の充実
②コミュニティスポーツの推進　

具体的な取組

①文化芸術の鑑賞機会の提供　　　　　 ③特色ある文化の推進
②文化芸術に関する学習機会の充実　　 ④郷土文化の継承及び文化財保護意識の啓発　

具体的な取組

(1) 地域の担い手となる人材の発掘及び育成
　　地域における学習活動の活発化を図り、専門的知識を持つリーダーを始め、地域や団体活動の
　　リーダー、ボランティアとなる人材の育成と新たな人材の発掘を図ります。

(1) 身近な生涯学習関連施設の充実
　　公民館を始めとした生涯学習関連施設が、市民にとって利用しやすい学習の場となるよう、利便性
　　の向上や適切な維持管理による効率的な運営を目指します。

(2) 自主的な学習活動への支援
　　市民の自主的・自発的な学習活動を活性化するため、豊富な資料や情報の収集やＩＣＴの有効活用、
　　サークルやグループへの支援を行います。

(3) 関係機関とのネットワークの構築
　　市民の学習ニーズに対応し、多様な学習活動を総合的に推進するため、市民、地域、大学などの高等教
　　育機関、民間団体、企業とのネットワークの強化を図ります。

(2) 学習成果を生かす機会の充実
　　市民が学習の成果を社会に還元できるよう、学習活動を通じて身につけた知識、技術、経験などの
　　成果を発表する機会や成果を生かせる場の充実を図ります。

(3) 学習成果を生かしたまちづくりの推進
　　地域課題や生活課題について、市民自らが解決に取り組んでいけるような学習機会を提供すると
　　ともに、学習を通じて得た成果を、まちづくりに生かすことを推進します。

基本目標４　学びを豊かにする環境づくり
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中間見直し
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文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティ

ア、趣味などのさまざまな分野が含まれます。
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Ⅳ 基本理念
　市民一人ひとりが心豊かな生活を送るためには、学びを通じて一人ひとりの潜在能力を最大限伸ばすとともに、

学習活動を通じた地域活動の推進、現代的・社会的な課題に対応した学習などの推進を図っていく必要がありま

す。これを踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとします。

『一人ひとりの学びが地域の絆と
　　　　　　　　　未来を創り出すまちづくり』

Ⅴ 基本目標
　基本理念である「一人ひとりの学びが地域の絆と未来を創り出すまちづくり」を実現するため、４つの基本目標

を次のとおり定め、総合的な取組を推進します。

(1)  学びにつながるきっかけづくり
　　学習活動の実践へとつながるよう、さまざまな機会・手法を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくり
　　につなげます。

(2)  多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
　　市民ニーズに応じた多様な分野の学習機会を設け、だれもが、いつでも、学ぶことができるよう充実を図ります。

(3)  学んだ成果を生かせる仕組みづくり
　　市民が学習を通じて身につけた知識・技能などの成果をまちづくりに生かすため、学習成果を発表する機会の
　　確保や、学習成果を地域で広く生かせるよう支援します。

(4)  学びを豊かにする環境づくり
　　市民の身近な学習や活動の場である公民館やふれあいセンターなどを市民にとって利用しやすい学習施設と
　　なるよう整備・充実を図ります。

Ⅶ 計画の推進
　生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内関

連部署との連携を図りながら取り組んでいくとともに、学校、家

庭、地域、生涯学習活動団体、企業などの関係機関との十分な連携

を図ります。

　また、社会教育委員で構成する生涯学習審議会により、本計画

の進捗状況について点検・評価を行い、市のホームページなどに

より広く市民に公表します。

Ⅷ 成果指標

生涯学習情報誌「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習に取り組んでいる人の割合

親子で参加する講座の延受講者数

ふれあい教育セミナーに取り組む小中学校等数

かすがい熟年大学の延受講者数

公民館及びふれあいセンターなどで開催する講座の延受講者数

スポーツ教室の参加人数

文化芸術活動をしている人の割合

生涯学習情報サイトに登録されている講師者数

公民館まつりの参加団体数

学習活動を通じて身に付けた知識・技能を、地域での
まちづくりや地域の活性化のために生かしたい人の割合 

公民館及びふれあいセンターなどの利用者数

生涯学習活動団体の会員数

大学連携講座の講座数

32.3％

32.3％

65.0％

5,733人

67セミナー

7,159人

26,361人

68,266人

14.5％

232人

153団体

7.2％

545,177人

14,868人

17講座

37.0％

37.0％

70.0％

5,900人

69セミナー

7,500人

27,500人

70,500人

20.0％

260人

170団体

9.5％

548,500人

15,000人

20講座

42.0％

42.0％

75.0％

6,100人

71セミナー

7,900人

29,000人

73,000人

25.0％

290人

185団体

12.0％

552,000人

15,000人

24講座

春日井市文化スポーツ部文化・生涯学習課
〒486-8686　愛知県春日井市鳥居松町５丁目 44 番地
電話 :(0568)85-6447　FAX:(0568)83-2297
ホームページ http://www.city.kasugai.lg.jp/学びを豊かにする環境づくり

学びにつながる
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多様なニーズに応じた
学ぶ機会の充実

学んだ成果を生かせる
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　基本理念である「一人ひとりの学びが地域の絆と未来を創り出すまちづくり」を実現するため、４つの基本目標

を次のとおり定め、総合的な取組を推進します。

(1)  学びにつながるきっかけづくり
　　学習活動の実践へとつながるよう、さまざまな機会・手法を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくり
　　につなげます。

(2)  多様なニーズに応じた学ぶ機会の充実
　　市民ニーズに応じた多様な分野の学習機会を設け、だれもが、いつでも、学ぶことができるよう充実を図ります。

(3)  学んだ成果を生かせる仕組みづくり
　　市民が学習を通じて身につけた知識・技能などの成果をまちづくりに生かすため、学習成果を発表する機会の
　　確保や、学習成果を地域で広く生かせるよう支援します。

(4)  学びを豊かにする環境づくり
　　市民の身近な学習や活動の場である公民館やふれあいセンターなどを市民にとって利用しやすい学習施設と
　　なるよう整備・充実を図ります。

Ⅶ 計画の推進
　生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内関

連部署との連携を図りながら取り組んでいくとともに、学校、家

庭、地域、生涯学習活動団体、企業などの関係機関との十分な連携

を図ります。

　また、社会教育委員で構成する生涯学習審議会により、本計画

の進捗状況について点検・評価を行い、市のホームページなどに

より広く市民に公表します。

Ⅷ 成果指標

生涯学習情報誌「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」の認知度

生涯学習に取り組んでいる人の割合

親子で参加する講座の延受講者数

ふれあい教育セミナーに取り組む小中学校等数

かすがい熟年大学の延受講者数

公民館及びふれあいセンターなどで開催する講座の延受講者数

スポーツ教室の参加人数

文化芸術活動をしている人の割合

生涯学習情報サイトに登録されている講師者数

公民館まつりの参加団体数

学習活動を通じて身に付けた知識・技能を、地域での
まちづくりや地域の活性化のために生かしたい人の割合 

公民館及びふれあいセンターなどの利用者数

生涯学習活動団体の会員数

大学連携講座の講座数

32.3％

32.3％

65.0％

5,733人

67セミナー

7,159人

26,361人

68,266人

14.5％

232人

153団体

7.2％

545,177人

14,868人

17講座

37.0％

37.0％

70.0％

5,900人

69セミナー

7,500人

27,500人

70,500人

20.0％

260人

170団体

9.5％

548,500人

15,000人

20講座

42.0％

42.0％

75.0％

6,100人

71セミナー

7,900人

29,000人

73,000人

25.0％

290人

185団体

12.0％

552,000人

15,000人

24講座
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現状値

2016年度

目標値

2021年度 2026年度
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企業

大学
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